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【公表日】平成30年6月7日(2018.6.7)
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【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｄ 231/40     (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 487/04     (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 231/44     (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 231/50     (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 498/04     (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 403/12     (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 413/12     (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 417/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/4155   (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/4985   (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/424    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/4192   (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/4245   (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/422    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/433    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/427    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   9/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   9/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｄ  231/40     ＣＳＰ　
   Ｃ０７Ｄ  487/04     １４１　
   Ｃ０７Ｄ  231/44     　　　　
   Ｃ０７Ｄ  231/50     　　　　
   Ｃ０７Ｄ  498/04     １０３　
   Ｃ０７Ｄ  403/12     　　　　
   Ｃ０７Ｄ  413/12     　　　　
   Ｃ０７Ｄ  417/12     　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/4155   　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/4985   　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/424    　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/4192   　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/4245   　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/422    　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/433    　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/427    　　　　
   Ａ６１Ｐ   43/00     １１１　
   Ａ６１Ｐ    9/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ    9/10     １０３　

【手続補正書】
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【提出日】平成31年4月5日(2019.4.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式（ＩＶ）：
【化１】

の化合物又はその薬学的に許容される塩（式中：
Ｘ１は、ＣＨ又はＣＣＨ３であり；
Ｒ２は、－Ｈ又は－Ｆであり；
Ｒ４は、－Ｈ又は－ＣＨ３であり；
Ｒ８は、－Ｈ又は－ＣＨ３である）。
【請求項２】
　Ｘ１が、ＣＨである、請求項１に記載の化合物又はその薬学的に許容される塩。
【請求項３】
　Ｒ２が、－Ｈである、請求項１または２に記載の化合物又はその薬学的に許容される塩
。
【請求項４】
　Ｒ４が、－ＣＨ３である、請求項１～３のいずれか１項に記載の化合物又はその薬学的
に許容される塩。
【請求項５】
　Ｒ８が、－Ｈである、請求項１～４のいずれか１項に記載の化合物又はその薬学的に許
容される塩。
【請求項６】
　化合物が、
　（１Ｒ，２Ｒ）－２－［４－（３－メチル－１Ｈ－ピラゾール－５－イル）ベンゾイル
］－Ｎ－（４－オキソ－４，５，６，７－テトラヒドロピラゾロ［１，５－ａ］ピラジン
－３－イル）シクロへキサンカルボキサミド；
　（１Ｒ，２Ｒ）－Ｎ－（５－メチル－４－オキソ－４，５，６，７－テトラヒドロピラ
ゾロ［１，５－ａ］ピラジン－３－イル）－２－［４－（５－メチル－１Ｈ－ピラゾール
－３－イル）ベンゾイル］シクロヘキサンカルボキサミド；
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　（１Ｒ，２Ｒ）－Ｎ－（５－メチル－４－オキソ－４，５，６，７－テトラヒドロピラ
ゾロ［１，５－ａ］ピラジン－３－イル）－２－［４－（１Ｈ－ピラゾール－３－イル）
ベンゾイル］シクロヘキサンカルボキサミド；
　（１Ｒ，２Ｒ）－Ｎ－（４－オキソ－４，５，６，７－テトラヒドロピラゾロ［１，５
－ａ］ピラジン－３－イル）－２－［４－（１Ｈ－ピラゾール－５－イル）ベンゾイル］
シクロヘキサンカルボキサミド；
　（１Ｒ，２Ｒ）－Ｎ－（２－メチル－４－オキソ－４，５，６，７－テトラヒドロピラ
ゾロ［１，５－ａ］ピラジン－３－イル）－２－［４－（５－メチル－１Ｈ－ピラゾール
－３－イル）ベンゾイル］シクロヘキサンカルボキサミド；および
　（１Ｒ，２Ｒ）－Ｎ－（２－メチル－４－オキソ－４，５，６，７－テトラヒドロピラ
ゾロ［１，５－ａ］ピラジン－３－イル）－２－［４－（１Ｈ－ピラゾール－５－イル）
ベンゾイル］シクロヘキサンカルボキサミド
から選択される化合物である請求項１に記載の化合物、又はその薬学的に許容される塩。
【請求項７】
　（１Ｒ，２Ｒ）－２－［４－（３－メチル－１Ｈ－ピラゾール－５－イル）ベンゾイル
］－Ｎ－（４－オキソ－４，５，６，７－テトラヒドロピラゾロ［１，５－ａ］ピラジン
－３－イル）シクロへキサンカルボキサミドである請求項１に記載の化合物、又はその薬
学的に許容される塩。
【請求項８】
　（１Ｒ，２Ｒ）－２－［４－（３－メチル－１Ｈ－ピラゾール－５－イル）ベンゾイル
］－Ｎ－（４－オキソ－４，５，６，７－テトラヒドロピラゾロ［１，５－ａ］ピラジン
－３－イル）シクロへキサンカルボキサミドである請求項１に記載の化合物。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の化合物、又はその薬学的に許容される塩、及び少
なくとも１種の薬学的に許容される担体、希釈剤、若しくは賦形剤を含む医薬組成物。
【請求項１０】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の化合物、又はその薬学的に許容される塩を含む薬
剤。
【請求項１１】
　心血管疾患、慢性腎臓病、ＩＩ型糖尿病及びＩＩ型糖尿病の合併症、呼吸器炎症性疾患
及び呼吸器炎症性疾患に関連する合併症、腎臓炎症及び血管疾患並びに腎臓疾患に関連す
る合併症、並びに非アルコール性脂肪性肝疾患（ＮＡＦＬＤ）及び非アルコール性脂肪性
肝炎（ＮＡＳＨ）から選択される疾患の治療又は予防に使用するための、請求項９に記載
の医薬組成物または請求項１０に記載の薬剤。
【請求項１２】
　心血管疾患の治療に使用するための、請求項１１に記載の医薬組成物または薬剤。
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